
② 民間賃金が高い地域に勤務する職員を対象として､３％から最大18％までの地域手当を新設（平成17年勧告）（平成21年度の支給割合を決定）

給与構造改革の概要

Ⅰ 地域の民間賃金を反映させるための地域間給与配分の見直し

Ⅱ 職務・職責に応じた俸給構造への転換（平成17年勧告）

① 全国共通に適用される俸給表の水準について、民間賃金水準が最も低い地域に合わせ、平均で4.8％の引下げを実施（平成17年勧告）

③ 広域にわたる異動を行う職員を対象に、広域異動手当を新設（平成18年勧告）

・ 中高齢層の俸給水準の引下げ幅を７％程度にすることなどにより、給与カーブをフラット化

・ 俸給表の職務の級と役職段階との関係を再整理し、職務の級を統合、新設

Ⅲ 勤務実績の給与への反映の推進（平成17年勧告）

・ 従前の俸給表の号俸を４分割することにより、弾力的な昇給幅を確保した上で、勤務実績に基づくいわゆる査定昇給に一本化

・ ボーナス（勤勉手当）についても、支給額に勤務実績をより反映し得るよう、「優秀」以上の成績区分の人員分布を拡大

Ⅴ 本府省業務調整手当の新設（平成20年勧告）

公務において職員が培ってきた高度の専門的な知識や経験を活用するとともに、在職期間の長期化に対応する観点から、 複線型人事管

理の 導入に向けての環境整備の一環として、専門スタッフ職俸給表を新設

Ⅳ 複線型人事管理に向けた環境整備－専門スタッフ職俸給表の新設（平成19年勧告）

本府省の業務に従事する職員の業務の特殊性・困難性を踏まえ、近年、各府省において本府省に必要な人材の確保が困難になっている

事情 を併せ考慮し、本府省の課長補佐、係長及び係員を対象とした本府省業務調整手当を新設

（
別

添
５
）
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給与構造改革（完成までの５年間の流れ）

段階的に実施

平成１８年度
(平成１７年勧告)

平成１９年度
(平成１８年勧告)

平成２０年度
(平成１９年勧告)

平成２１年度
(平成２０年勧告)

平成２２年度（完成）
(平成２１年勧告)

俸給の特別調整額の定額化

改革前最大１２％（東京都特別区） 最大１８％（東京都特別区）

段階的に引上げ地 域 手 当 の 新 設

２年間で完成広 域 異 動 手 当 の 新 設

経過措置を設けて段階的に引下げ
俸 給 表 水 準 の 引 下 げ

（平均4.8％引下げ）

専門スタッフ職俸給表の新設

勤 務 実 績 の 給 与 へ の

反 映 の 推 進

２年間で完成
本 府 省 業 務

調 整 手 当 の 新 設
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